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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｌ－カルニチン酒石酸塩の製造方法であって、前記Ｌ－カルニチン酒石酸塩がＬ－カル
ニチンと酒石酸とを含む反応混合物から沈殿され、その反応混合物が５％（重量／重量）
以下の水分含量のエタノールに溶解されている、製造方法であって、
　（ａ）Ｌ－カルニチンのエタノール溶液を準備する工程、及び
　（ｂ）酒石酸のエタノール溶液を添加する工程を含み、
前記酒石酸のエタノール溶液を添加するとき、Ｌ－カルニチン酒石酸塩が沈殿する、前記
Ｌ－カルニチン酒石酸塩の製造方法。
【請求項２】
　前記反応混合物中のエタノールの水分含量が４．５％（重量／重量）未満又は４％（重
量／重量）未満である、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記酒石酸が、Ｌ－酒石酸であり、前記酒石酸塩がＬ－酒石酸塩である、請求項１又は
２に記載の製造方法。
【請求項４】
　工程（ａ）におけるＬ－カルニチンの濃度並びに／又は工程（ｂ）における酒石酸の濃
度並びに／又は反応混合物中のＬ－カルニチン及び／若しくは酒石酸の濃度が、５％～５
０％（重量／重量）である、請求項１～３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
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　前記反応混合物が４０℃と６９℃の間の温度で少なくとも一時的にインキュベーション
された、請求項１～４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　工程（ａ）におけるＬ－カルニチンの溶液及び／又は工程（ｂ）における酒石酸の溶液
が４０℃～６９℃の間の温度で準備される、請求項１～５のいずれか１項に記載の製造方
法。
【請求項７】
　工程（ｂ）において、前記酒石酸が１０分と４時間の間の時間で添加される、請求項１
～６のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項８】
　工程（ｂ）の後、４０℃～６９℃の間の温度で、１分～２時間の間の時間、前記反応混
合物をインキュベートする（ｃ）の工程を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の製
造方法。
【請求項９】
　工程（ｂ）の後又は工程（ｃ）の後、２０℃と４０℃の間の温度に、その温度を低下さ
せる工程（ｄ）を含む、請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　工程（ｄ）の後、前記反応混合物から、沈殿したＬ－カルニチン酒石酸塩の結晶を分離
し、及びその結晶を乾燥する工程（ｅ）を含む、請求項９に記載の製造方法。
【請求項１１】
　（ａ）４０℃～６９℃の温度で、５％～５０％（重量／重量）のＬ－カルニチンのエタ
ノール溶液を準備する工程、
　（ｂ）５％～５０％（重量／重量）のＬ－酒石酸のエタノール溶液を添加して、反応混
合物を得る工程であって、前記反応混合物中のエタノールが、５％（重量／重量）未満の
水分を含み、前記反応混合物の温度が４０℃～６９℃である、工程、
（ｃ）任意に、前記反応混合物を、更に４０℃～６９℃の間の温度でインキュベーション
する工程、
（ｄ）任意に、前記温度が２０℃と４０℃の間の温度に低下される工程、
（ｅ）前記反応混合物から沈殿したＬ－カルニチンＬ－酒石酸塩の結晶を分離し及び前記
結晶を乾燥する工程、
を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記エタノールが、前記製造方法において、再循環され及び再利用される、請求項１～
１１のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１３】
　Ｌ－カルニチンの初期量に基づくＬ－カルニチン酒石酸塩の収率が、少なくとも９５％
であり、及び／又は、前記Ｌ－カルニチン酒石酸塩内のＬ－カルニチン含有量が少なくと
も６５％（重量／重量）である、請求項１～１２のいずれか１項に記載の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｌ－カルニチン酒石酸塩の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カルニチン（ビタミンＢｔ；３－ヒドロキシ－４－トリメチルアンモニオ－ブタン酸）
は、アミノ酸であるリジン及びメチオニンから生合成される第四級アンモニウム化合物で
ある。生細胞では、カルニチンは、代謝エネルギーの発生のための脂質の分解の際に、サ
イトゾルからミトコンドリアへの脂肪酸の輸送のために必要とされる。カルニチンは２つ
の立体異性体で存在する。生物活性体はＬ－カルニチンであり、一方、その鏡像異性体、
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Ｄ－カルニチン、は生物学的には不活性である。
【０００３】
　カルニチンは食料及び飼料用途における栄養補助食品として広く使用されている。しか
しながら、純粋なカルニチンは、吸湿性が高く、取扱いや貯蔵に問題がある。従って、多
くの場合、Ｌ－カルニチンを塩として提供し、使用するのが有利である。
【０００４】
　特許文献１は、Ｌ－カルニチン－Ｌ－酒石酸塩は、貯蔵中に空気中の水分に安定であり
、特別な注意なく処理することができることを開示している。それは、簡単に処理できる
結晶性粉末を形成し、凝固しにくい又は塊になりにくいので、特に、迅速にランニングマ
シーンで処理するのに適している。更に、それは、無臭であり、酒石酸に起因して清涼味
である。その発明者らは、９０％の熱水性エタノール中のＬ－酒石酸溶液にＬ－カルニチ
ンの結晶を加えてＬ－カルニチン－Ｌ－酒石酸塩を製造することを示す。その方法は、相
対的に製造するのが複雑であり、吸湿性の高純度の結晶性のＬ－カルニチンを使用する必
要がある。
【０００５】
　特許文献２は、固形のＬ－カルニチンと酒石酸とを少量の水存在下で混合して、Ｌ－カ
ルニチン酒石酸塩を調製する方法を開示している。その結晶は、その混合物を加熱、冷却
、及びすり潰して得られる。
【０００６】
　特許文献１の方法を改良した、無色で粗製の、１０％（ｗ／ｖ）のＬ－カルニチン水溶
液を出発して、Ｌ－カルニチン－Ｌ－酒石酸塩を得る方法が特許文献３に示されている。
その溶液を７０℃～７８℃の温度に加熱した後、計算量のＬ－酒石酸が加えられる。その
混合物は０．３～２時間加熱され、１０℃未満に冷却される。濾過、洗浄、乾燥後、沈降
したカルニチン酒石酸塩の結晶は単離される。その発明者らは、特許文献１を比較例とし
、彼らの新規な方法は、より簡単で、純粋なＬ－カルニチンの製造に必要とされる溶媒を
使用せず、更に高収率とすると結論づけている。
【０００７】
　Ｌ－カルニチン酒石酸塩は、重要な工業製品であるので、その製造方法を改良し、より
効率的なものにする必要である。工業プロセスにおいて、大量の反応剤が必要とされ、エ
ネルギー消費についてより効率的な製造方法を提供することが重要である。更に、反応剤
と溶媒の量を減らし、及び簡単に入手できる反応剤を使用することが望まれている。特許
文献３は、７０℃～７８℃の間の比較的高温だけでなく、１０℃以下の比較的低温に冷却
することが必要である。更に、比較的大量のエタノールがその製造方法に必要であり、（
発明者によれば）最良の実施形態である実施例３において、Ｌ－カルニチンの収率は、結
晶中に６４．６％のＬ－カルニチン成分の結晶と合わせて８９．６％であり、出発化合物
がかんり反応していないことを示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０４３４０８８号明細書
【特許文献２】国際公開第００／５６７０１号
【特許文献３】中国特許出願公開第１１６７６６９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、上記の課題を解決するカルニチン酒石酸塩の製造方
法を提供することである。特に、本発明の解決しようとする課題は、エネルギー的に効率
的である方法を提供することであり、高温及び低温を避けることである。その方法は、比
較的低量の反応物質と溶媒を必要とし、Ｌ－カルニチン酒石酸塩を、Ｌ－カルニチン酒石
酸塩成分を比較的高く含む結晶と同時に大量に生成する。その方法は、比較的単純であり
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、その反応物質は容易に入手できる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　驚くべきことに、本発明の解決しようとする課題は、特許請求の範囲に記載の方法によ
って解決される。更に、発明の実施形態は、本明細書の全体にわたって開示されている。
【００１１】
　本発明の主題は、Ｌ－カルニチン酒石酸塩の製造方法であり、そのＬ－カルニチン酒石
酸塩は、Ｌ－カルニチンと酒石酸を含む反応混合物から沈殿し、その反応混合物は、５％
（重量／重量）未満の水分含量のエタノールに溶解したものである。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態において、その方法は、
　（ａ）Ｌ－カルニチンのエタノール溶液を準備する工程、及び
　（ｂ）酒石酸若しくは酒石酸塩のエタノール溶液を添加するか、又は酒石酸若しくは酒
石酸塩を添加する工程、を含む。
【００１３】
　本発明において、その全方法は、反応混合物中の水分含量が比較的低いときより効率的
に実行され得るということが見出された。その全反応は、以下に概説されかつ示されてい
るように、エネルギー効率高く実行され、種々の他の利点を有し得る。従って、反応混合
物中に水分含量が低く調製されるように、試薬及び条件を選択するのが好ましい。
【００１４】
　エタノールは、工業的なエタノールの製造及び精製方法において除去しがたいため、少
量の水を含むことが知られている。本発明において、用語「エタノール」は、約５％（重
量／重量）未満の水を含むエタノール溶媒を意味する。市販の工業用グレードのエタノー
ルは、通常２％と４％（重量／重量）の間の水を含み、「純粋な」エタノールは、約０．
２％の水を含む。本発明の方法において、反応混合物中の水分含量は、主に、工程（ａ）
及び工程（ｂ）で使用されるエタノール中の水分含量である。
【００１５】
　理論に制限されないが、本発明の方法の優れた改善点は、無水又は少量だけの水を含む
エタノール中で、Ｌ－カルニチン酒石酸塩の溶解性が低いことと関係すると考えられる。
エタノールへのＬ－カルニチン酒石酸塩の溶解性は、水分含量を５％未満に低下させると
、劇的に低下する。エタノールの水分含量に対するＬ－カルニチン酒石酸塩の溶解性の関
係は、図１の図表に示されている。Ｌ－カルニチンは、５％未満の水を含むエタノールに
ほとんど不溶性であり、酒石酸及びカルニチンをそのような溶媒に混合したとき、その塩
の沈殿はかなり増加する。これにより、加熱及び冷却のための極端な温度を避けたときに
でさえ、高収率で得られる。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態では、その反応混合物中のエタノールの水分含量は、好まし
くは４．５％（重量／重量）未満又は４％（重量／重量）未満である。より好ましくは、
その反応混合物は、２％未満、１％未満、０．５％（重量／重量）未満、０．２％（重量
／重量）未満、０．１％（重量／重量）未満の水を含む。そういうわけで、工程（ａ）の
エタノール及び／又は工程（ｂ）のエタノールは、５％未満、４％（重量／重量）未満、
２％（重量／重量）未満、１％（重量／重量）未満、０．５％（重量／重量）未満、０．
１％（重量／重量）未満の水を含むのが好ましい。
【００１７】
　本発明において、工程（ａ）におけるＬ－カルニチン溶液を調製するために、Ｌ－カル
ニチンの分子内塩を使用するのが好ましい。工程（ｂ）において、酒石酸又は酒石酸のエ
タノール溶液を添加するのが好ましい。あるいは、工程（ｂ）において酒石酸塩が添加さ
れうるが、Ｌ－カルニチン酒石酸塩とは異なる。しかしながら、その反応混合物に酒石酸
塩を提供したとき、同一の沈殿反応が起こりうる。工程（ｂ）において、酒石酸塩を使用
するとき、工程（ｂ）において、好ましい酒石酸塩は、酒石酸ナトリウム又は酒石酸カリ
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ウムのようなアルカリ金属又はアルカリ土類金属の酒石酸塩であってもよい。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態において、その酒石酸は、Ｌ－酒石酸であり、その酒石酸塩
は、Ｌ－酒石酸塩である。その反応は、高温で実行される。このように、工程（ａ）及び
／又は工程（ｂ）において、その溶液を高温の条件で準備するのが好ましい。
【００１９】
　Ｌ－カルニチン及び酒石酸の量は、高収率の塩が得られるように調整される。好ましく
は、その量は、カルニチンと酒石酸塩のモル比が、塩における化学量論比において、約２
：１になるように選択される。その反応混合物中のカルニチン：酒石酸塩のモル比は２：
０．８～２：１．２であってもよい。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態において、工程（ａ）におけるＬ－カルニチンの濃度並びに
／又は工程（ｂ）における酒石酸の濃度並びに／又は、反応混合物におけるＬ－カルニチ
ン及び／若しくは酒石酸の濃度は、それぞれの溶液の総重量に基づき５％～５０％（重量
／重量）である。より好ましくは、反応混合物中のＬ－カルニチンの濃度は、反応混合物
の総重量に基づき、５％と３０％の間、より好ましくは１２％～２５％（重量／重量）で
ある。好ましくは、反応混合物中の酒石酸の濃度は、反応混合物の総重量に基づき、３％
～２０％、より好ましくは５％～１０％（重量／重量）である。工程（ａ）及び（ｂ）の
溶液の濃度は、これらの濃度がそのカルニチン及び酒石酸塩を混合したときに得られるよ
うに調整される。例えば、工程（ａ）におけるＬ－カルニチン溶液の好ましい濃度は、５
％～５０％、より好ましくは、１５％～４０％（重量／重量）であり、及び工程（ｂ）に
おける酒石酸の好ましい濃度は、５％～５０％（重量／重量）、より好ましくは、１０％
～３０％（重量／重量）である。その濃度及び温度は、工程（ａ）におけるカルニチン溶
液及び工程（ｂ）における酒石酸塩の溶液が透明溶液であるように調整される。その溶液
を調製するとき、それらは、好ましくは、それらが透明溶液になるまで撹拌される。工程
（ａ）におけるカルニチン溶液は、Ｌ－カルニチンをエタノールに溶解させることにより
得られてもよい。好ましい実施形態において、そのカルニチン溶液は、カルニチンの工業
的な製造方法による生成物である。この実施形態では、カルニチンの結晶の単離及び続く
エタノール溶液の分離は必要なく、全方法はより効率的であると思われる。
【００２１】
　本発明の好ましい実施形態において、反応混合物は、少なくとも一時的に４０℃～６９
℃の温度でインキュベーションされる。より好ましくは、その温度は、５０℃～６９℃に
セットされる。その温度は、好ましくは、約６５℃である。用語「少なくとも一時的に」
は、その反応混合物が４０℃未満の温度で一時的にインキュベーションされたものでもあ
り得ることを意味している。しかしながら、高収率を得るために、６９℃超の温度でその
反応混合物をインキュベーションする必要がないことがわかった。特に、特許文献３にお
いて必要とされる７０℃～７８℃の間の温度で延長される時間のインキュベーションは必
要ない。従って、好ましい実施形態において、その温度は約７０℃超に上げられない。し
かしながら、本発明の反応は、少なくとも６９℃の温度で実行され、例えば、４０℃～７
８℃の間で実行される。そのエネルギー消費は高く、その反応混合物は、その温度がエタ
ノールの沸点付近であるので取り扱いがより困難であるため、この実施形態はあまり好ま
しくない。
【００２２】
　好ましい実施形態において、その反応は、加圧下で実行されない。本発明の好ましい実
施形態において、工程（ａ）におけるＬ－カルチニンの溶液及び／又は工程（ｂ）におけ
る酒石酸の溶液は、４０℃～６９℃の温度で準備される。
【００２３】
　工程（ｂ）において、酒石酸のエタノール溶液が使用されるのが好ましい。好ましくは
、そのカルニチン溶液にゆっくり添加される。本発明の好ましい実施形態において、その
酒石酸は、工程（ｂ）において１０分～４時間の時間の範囲で添加される。より好ましく
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は、酒石酸塩の溶液は、３０分～２時間の時間で添加され、例えば約１時間で添加される
。その添加は、連続的に行われるのが好ましく、段階的に行われることもできる。
【００２４】
　酒石酸を添加するとき、白色固体が沈殿することが観察される。しかしながら、それで
も、その溶液は、容易に混合されうることがわかった。その酒石酸の添加後又はその間、
その溶液は、懸濁されたＬ－カルニチンの結晶を含む懸濁液になる。
【００２５】
　本願明細書で使用する場合、用語「溶液」は、透明な溶液だけでなく、沈殿された固体
を含む溶液（懸濁液）に関する。本願明細書で使用する場合、用語「沈殿物」は、その溶
液からのその方法の間に形成された固体を意味し、Ｌ－カルニチン酒石酸塩の結晶を大量
に含む又は実質的に含む。このように、「沈殿された」は、「結晶化された」の同意語と
して使用され、及びカルニチン酒石酸塩の「沈殿物」は、複数の結晶である。本明細書で
使用する場合、用語「酒石酸」は、また、酒石酸とその脱プロトン化された共役塩基、す
なわち酒石酸塩の混合物を意味する。酒石酸が弱酸であるので、それは、しばしば、共役
塩基の形態で少なくとも部分的に存在する。反応混合物において、用語「酒石酸」は、酒
石酸と酒石酸塩の全てを意味する。同様に用語「カルニチン」は、少なくとも部分的に脱
プロトン化された共役形態に関する。
【００２６】
　本発明の製造方法において、Ｌ－カルニチン酒石酸塩の種結晶は添加されてもよい。し
かしながら、その製造方法は種結晶を添加しなないほうが極めて効率的である。このよう
に、好ましい実施形態において、種結晶は添加されない。
【００２７】
　以上のカルニチンと酒石酸溶液を混合した後、その反応混合物は促進温度で更にインキ
ュベーションさてもよい。インキュベーションの間、その溶液は、撹拌されるのが好まし
い。本発明の好ましい実施形態において、工程（ｂ）において、その酒石酸又は酒石酸溶
液を添加した後、本発明の方法は、（ｃ）４０℃と６９℃の間の温度で反応混合物をイン
キュベーションする工程を含む。
【００２８】
　その反応混合物は、好ましくは、５０℃～６９℃の温度でインキュベーションされ、最
も好ましくは、約６５℃である。本発明において、その反応混合物を約７０℃超の温度で
インキュベーションする必要はない。工程（ｃ）においてそのインキュベーションは、例
えば１分～２時間の時間で行われ、より好ましくは、１０分～６０分の時間であり、例え
ば約３０分間である。
【００２９】
　上述されたように、本発明の製造方法は、カルニチン酒石酸塩は、少量の水を含むエタ
ノールに極めて溶解しにくいという地検がもとになっている。本発明の製造方法において
、Ｌ－カルニチン酒石酸塩は、高温で沈殿する。Ｌ－カルニチン酒石酸塩の極めて低い溶
解性のせいで、高収率で得るためにその反応混合物を冷却する必要はない。しかしながら
、高温の結晶は、凝固する傾向にあるので、及び高温でエタノールを用いた処理をするの
は、作業者に有害であるので、実際、その結晶を単離する前に、その反応混合物を冷却す
ると思われる。従って、本発明の好ましい実施形態において、その製造方法は、工程（ｂ
）又は工程（ｃ）の後に、その温度を低下させる、（ｄ）の連続的な工程を含む。
【００３０】
　好ましい実施形態において、その温度は約４０℃又は室温まで低下される。その温度を
２０℃と４０℃の間の温度に低下させるのが更に好ましい。好ましくは、溶液は工程（ｄ
）の間、撹拌される。その収率は既に高いであろうが、冷却の間更に増加されてもよい。
その温度は、適合した追加の結晶形態のため、ゆっくり低下される。室温までの温度の低
下は、１０分～５時間の時間、好ましくは３０分～３時間、より好ましくは１～２時間で
行われてもよい。本明細書で使用される場合、室温は、２０℃～３０℃又は２５℃～３０
℃の温度にしてよい。周辺の温度が２５℃であるとき、用語「室温」は、むしろ約３０℃
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の温度に関する。
【００３１】
　具体的な実施形態において、温度の低下は、その反応混合物を電気的な冷却手段又は冷
却剤手段を用いて冷却することなく成し遂げられ、その温度を冷却手段を用いて室温より
低く保つ。そのような冷却手段は、冷却エネルギーを消費する装置又は測定器である。本
発明において、その反応混合物を更に室温未満の温度に冷却する必要はない。特に、その
反応混合物は、好ましくは、１５℃未満、１０℃未満又は０℃以下の温度に更に冷却され
ない。本発明に係る、水分含量の少ないエタノールからＬ－カルニチン酒石酸塩を沈殿さ
せるとき、その収率は、その溶液を室温まで冷却したときだけ高いということが見出され
た。工業的な大量の製造方法の冷却は大量のエネルギーを必要とするので、本発明の製造
方法はエネルギー的に効率的である。対照的に、特許文献３の製造方法は、Ｌ－カルニチ
ン酒石酸塩が溶解する、水分含量が高いエタノールを使用しており、良い生成物収率を得
るために１０℃未満の温度に冷却する必要がある。
【００３２】
　しかしながら、本発明において、その冷却方法は、水又はオイルのような冷却液と、そ
の冷却器を接触させる状態にすることによってされてもよい。その冷却液体は、その熱を
媒介し及び貯蓄するために使用されても良い。その反応器を室温まで冷却するために必要
な時間は、３０分間～２４時間であってよく、その反応器の大きさ、その温度、その周辺
条件及び水のような冷却手段に依存する。
【００３３】
　本発明の好ましい実施形態において、その製造方法は沈殿したＬ－カルニチン酒石酸塩
の結晶をその反応混合物から分離し、その結晶を乾燥させることを含む。その結晶は、公
知の手段、例えば、濾過、好ましくはヌッチェ式濾過機により、又は遠心分離によって分
離されてもよい。その結晶は、公知の手段によって乾燥される。好ましくは、その結晶は
、乾燥する前に一回又は数回洗浄される。
【００３４】
　本発明本発明の好ましい実施形態において、製造方法は、
　（ａ）４０℃から６９℃の温度で５％から５０％（重量／重量）のＬ－カルニチンのエ
タノール溶液を準備する工程、
　（ｂ）５％から５０％（重量／重量）のＬ－酒石酸のエタノール溶液を添加して反応混
合物を得、その反応混合物中のエタノールの水分含量は５％（重量／重量）未満の水分含
量であり、その反応混合物の温度は４０℃から６９℃である工程、
　（ｃ）更に、その反応混合物を４０℃から６９℃で、任意にインキュベーションする工
程、
　（ｄ）その温度を２０℃～４０℃の温度に、任意に低下させる工程、
　（ｅ）沈殿したＬ－カルニチン－Ｌ－酒石酸塩の結晶をその反応混合物から分離し、及
びその結晶を乾燥する工程、
を含む。
【００３５】
　その工程は、上記の（ａ）から（ｅ）の順番で行われる。
【００３６】
　本発明の好ましい実施形態において、エタノールは、その製造方法において再循環され
、再利用される。少量の水又は無視できるほど少量の水だけ存在する本発明の製造方法は
、その溶媒を再循環し、再利用するのに有利であることが見出された。例えば、特許文献
３の製造方法において、そこでは少なくとも５％の水を含む９５％のエタノールが使用さ
れているが、水とエタノールの沸点が異なるため、蒸留による再循環は、異なる水分含量
を有する留出分を生成する。その溶媒を繰返し再利用するとき、その組成物のバリエーシ
ョンによりその製造方法を一様に行うことは可能ではない。対照的に、本発明に係る水分
含量が少ないエタノールを使用するとき、蒸留後の溶媒は無視できるほどのものであり、
その溶媒は繰返し再循環し及び再利用されうる。再循環する間その溶媒から水を除去する
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ために追加の工程は必要ない。
【００３７】
　具体的な実施形態において、そのエタノールは無色のエタノールではない。脱色された
エタノールの使用は、特許文献３では必要とされるが、本発明では必要ない。
【００３８】
　Ｌ－カルニチン酒石酸塩の高収率は、本発明において得られることが見出された。更に
、その塩のＬ－カルニチンの含量は相対的に高い。酒石酸塩は、担体物質であるのに対し
て、Ｌ－カルニチン酒石酸塩は通常Ｌ－カルニチンを提供するために使用されるので、こ
れは有利である。本発明の好ましい実施形態において、Ｌ－カルニチンの初期量に基づく
Ｌ－カルニチン酒石酸塩の収率は、少なくとも９０％である。より好ましくは、Ｌ－カル
ニチン酒石酸塩の収率は、少なくとも９２％、又は少なくとも９５％である。
【００３９】
　その結晶中のＬ－カルニチンの含量は、好ましくは少なくとも６５％、少なくとも６６
％、又は少なくとも６７％（重量／重量）である。その結晶中の鏡像体過剰率は、使用さ
れたＬ－カルニチンの鏡像体過剰率に依存する。純粋なＬ－カルニチンを使用したとき、
少なくとも９９％、好ましくは９９．５％以上の鏡像体過剰率が得られる。
【００４０】
　本発明の製造方法は本発明の解決しようとする課題を解決する。その製造方法は、比較
的簡単であり、エネルギー消費並びに反応物質及び溶媒の使用について従来の製造方法よ
り効率的である。その沈殿は、比較的低温で実施され得、及びその反応混合物の室温未満
の温度への冷却は必要ない。その収率は高く、及び、その結晶は大量のＬ－カルニチンを
含む。その溶媒は水を少量だけを含むので、その溶媒は、その製造方法において再循環さ
れ、再利用され得る。従って、原料及び溶媒の全体的な消費は、低下する。高純度の結晶
性のＬ－カルニチンを準備する必要はない。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】エタノールの水分含量に関して、エタノール中のＬ－カルニチン酒石酸塩の溶解
性を示す図である。
【実施例】
【００４２】
　Ｌ－カルニチン溶液の調製
　１２３．８ｇのエタノールを５００ｍＬの実験用反応器に充填する。そして、４１．２
ｇのカルニチンを添加する。その反応器を閉じて、全ての固体が溶解するまで、最大６５
℃に加熱する。その撹拌機は、５００ＲＰＭに設定されている。
【００４３】
　Ｌ－酒石酸塩溶液の調製
　第２の容器又はフラスコに、１８．７７ｇのＬ－酒石酸を６６．５ｇのエタノールに室
温で溶解する。
 
【００４４】
沈殿
　６０分以上かけて、上記の酒石酸の溶液を、上記のカルニチン溶液に加える。混合及び
反応機の温度を制御し、及び一定に保持する。
【００４５】
　冷却
　上記の酒石酸の添加を完結した後に、その懸濁液を、更に３０分間撹拌し、冷却液を用
いて１４０分以上かけて３０℃に冷却する。その懸濁液を、３０℃で、再び３０分間以上
撹拌する。
【００４６】
　生成物の単離
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　得られた固体をブフナー漏斗で濾過し、７５ｇのエタノールで、室温で洗浄する。そし
て、固体を６０℃、＜１００ｍｂａｒで乾燥する。
【００４７】
　約５５ｇ（９１．７％）の乾燥した固体が得られる。Ｄ－カルニチンの含量は≦０．１
％（全カルニチンを基準として）である。その結晶は６７．２％重量／重量のＬ－カルニ
チンを含む。
 

【図１】
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